
１　募集対象

２　募集期間 令和７年１２月９日（火）から令和８年１月５日（月）まで（２８日間）

３　募集方法 窓口提出、郵送、ファクシミリ、電子メール

４　閲覧方法 市ホームページ掲載

本庁６階企画政策課・地方創生室（窓口）

各支所・各出張所（窓口）、諫早図書館（窓口）

５　意見の件数 　３５件（６名）

○下記３計画共通　・・・　４件（１名）

①第３次諫早市総合計画（素案）・・・　２６件（３名）

②諫早市中期人口ビジョン（案）・・・　　０件（０名）

③第３期諫早市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）・・・　５件（３名）

６　提出された意見の要旨及び考え方

番号 区分

1 共通

2 共通

3 共通

4 共通

パブリックコメント実施結果

①第３次諫早市総合計画（素案）
②諫早市中期人口ビジョン（案）
③第３期諫早市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）

提出された意見（要旨） 市の考え方（対応方針）

　今回の意見聴取において、３つの計画を同
時に提示し、人口ビジョン、総合計画に基づ
く５年間の具体的施策を総合戦略に反映する
ことで、今後の諫早市政の基本的考え方につ
いて提示されたことは評価される。

　総合計画と総合戦略は、共通の「将来都市像・基
本目標・施策体系」を基盤としており、総合戦略で
は、数値目標（ＫＰＩ）を毎年、評価・検証するこ
とで計画の進捗状況を把握します。これにより、両
計画が連動したＰＤＣＡサイクルを構築し、まちづ
くり計画の着実な推進を図ります。

　各計画内容においては、抽象的表現が多
く、他自治体の計画においても適用できる内
容となっており、現時点における諫早市の特
性を反映した具体的な内容となっていないこ
とは一考を要する。

　総合計画は、まちづくりの方向性と目標を示すも
のであり、具体的な表現として盛り込むことが難し
い面があるとともに、他自治体で適用可能な部分が
あることは、共通する性質を持つ政策の重要性を示
しています。しかしながら、総合戦略などの個別計
画に基づき、本市の特徴や独自性を十分に生かして
各種施策に取り組みます。

　用語の定義が不明確であり、一貫性ある理
解が困難となっている。特に「安全」、「安
心」、「快適」及び「持続性」については、
明確かつ具体的な定義が必要である。

　各用語の考え方として、市民が物理的・精神的に
健全で信頼できる環境で生活できる状態を表してお
り、この実現のため、防災、福祉、住環境、環境保
全などの各分野において、施策の方向性を示し、各
種取組を推進します。

　総合計画及び総合戦略の前提となる人口ビ
ジョンについて、令和17年度における人口13
万人の根拠が不明確であり、実現可能な目標
なのか市政運営に影響を及ぼすものなのかな
ど、分析と評価が必要である。

　商業、公共交通、労働や地域コニュニティ活動の
担い手不足など人口減少が日常生活においてもたら
す影響が想定される中、本市では、目指す将来像を
達成するため、子育て支援の充実や住環境整備など
に取り組むことで、令和17年における目標人口を13
万人程度としているところです。
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番号 区分 提出された意見（要旨） 市の考え方（対応方針）

5
総合
計画

6
総合
計画

7
総合
計画

8
総合
計画

9
総合
計画

10
総合
計画

11
総合
計画

　人口減少が著しい支所・出張所地域（都市
計画区域外）における人口減少対策・コミュ
ニティの維持といった観点での施策が見えて
こないため、「多様な地域づくりの推進」に
おいて「都市計画区域外の地域のまちづく
り」についての記載はできないか。

　29ページの「施策の展開②：地域の特性に応じた
適正な土地利用誘導と定住促進」における主な取組
として「良質な住宅地の供給と身近な生活利便施設
の充実の促進」を盛り込んでおり、都市計画区域外
においても定住化や地域コミュニティの維持、まち
の賑わいづくりを図るものです。

 （大型商業施設立地に関して）娯楽施設が充
実していなければ、若者の流出が続くのでは
ないかと危惧している。

　商業施設内に映画館があることが、商業施設全体
の魅力を高め、住民生活の質と満足度の向上等につ
ながると考えていることから、事業者に対し、施設
内への映画館建設の要望を行ったところであり、今
後も関係団体と連携を図り強く働きかけていきま
す。

　eスポーツ関連にも力を入れていくべきだと
思う。

　天候等にかかわらず、子どもが遊べる屋内
施設の充実が望まれる。

　娯楽・商業施設の誘致により、若者が働き
たくなる環境づくりを進めることで、雇用の
促進と地域活性化につながるのではないか。

 「交通安全・防犯意識の推進」について、自
動車運転免許を持たない人にも、交通ルール
やマナーについて周知してほしい。

　長年諫早に住む住民の地元愛は強く、ＳＮ
Ｓ利用も進んでいると思われるため、市民が
発信しやすい共通の投稿設定を行い、参加賞
の提供などにより、市民の参加・盛り上げを
図ることができるのではないか。

　山茶花高原リニューアル事業において、香りの館
内に屋内遊戯施設の設置に向けた検討を行っており
ます。また、既存施設として、「こどもの城」や
「すくすく広場」、「児童館」を運営しております
ので、御利用いただきたいと思います。

　娯楽施設等の誘致が、若者の定住化につながり、
本市のにぎわい創出に資するものと考えていること
から、空き店舗の把握や事業者の出店意向の情報収
集を行いながら、所有者や管理不動産会社等に積極
的に働きかけていきます。

　施策1-4・4-7「市民協働の諫早プロモーション」
（P26・56）において、目指す姿として「市民が地
元に対して誇りや愛着を持ち、行政と共に市の魅力
発信を行うまち」を掲げています。この取組の方向
性を示す「施策の展開①：シティプロモーションの
推進」を盛り込んでいますので、今後、具体的な取
組を検討する上で、参考にさせていただきたいと思
います。

　eスポーツの市場は、近年右肩上がりに拡大して
いますが、経済効果にとどまらない社会的意義があ
るとも言われており、医療や福祉分野、地域活性化
や教育、国際交流に活用する動きも見られます。
　本市としましては、eスポーツのイベント開催に
よる交流人口拡大が期待されていますので、今後、
県内の関係団体とも情報共有を図ってまいりたいと
考えています。

　65ページの「施策の展開①：交通事故のないまち
づくり」における主な取り組みとして「関係団体と
連携した交通安全思想の普及や啓発活動による交通
安全意識の向上」を盛り込んでおり、運転免許証を
持たない方へのルールやマナーの周知につきまして
も警察や交通安全協会などの関係団体と連携して取
り組んでまいります。
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番号 区分 提出された意見（要旨） 市の考え方（対応方針）

12
総合
計画

13
総合
計画

14
総合
計画

総合
計画

15
総合
計画

16
総合
計画

17
総合
計画

②　南海トラフ地震等の国家的激甚災害発生
時における諫早市としての被災地支援体制が
考察されていない。

　南海トラフ地震に関しては、諫早市地域防災計画
において検討することとしております。

③　大規模自然災害時など全国的な生産・物
流体制の喪失状態における市民生活維持のた
めの施策が考察されていない。

　ご意見として参考にさせていただきます。

④　国有事における国民保護措置としての住
民避難について、国の検討が進む中、諫早市
でも避難住民の受入に関する情報は提供され
ているが、現場レベルでの受入態勢の整備が
まだ考慮されていない。

　64ページの「施策の展開②：危機管理体制の強
化」に「有事に備えた国民保護体制の充実」を盛り
込んでおり、関係機関と連携しながら対応したいと
考えております。

　第２次総合計画の成果の評価・分析が不明
なため、第２次計画から第３次計画への継続
性や整合性が確認できず、第３次計画が唐突
に策定されているように感じる。第２次計画
の継続事項や終了事項等は、具体的に市民に
提示すべきである。

　第２次総合計画に掲げる施策・事業の進捗や効果
等についての評価を行い、令和７年11月に市公式
ホームページ上で公開しています。第３次総合計画
の策定にあたっては、これらを踏まえて策定を進め
てきたところです。

　市民の声が記載されているが、この意見が
一般的な市民の意思として認識されている保
証は無く、計画策定に都合の良い意見だけが
選ばれているように感じる。また、個々の市
民意見は表面的で抽象的であり、施策の根拠
としては不十分である。

　第３次総合計画策定にあたり、市の取組に対する
満足度や現状への認識、今後の課題等を把握するた
め、アンケートやワークショップ、総合計画審議会
を通じて御意見などをいただいたところです。

①　南海トラフ地震における被害が諫早市に
おいても新たに国から指定されたにも関わら
ず、それに対する基本的認識及び対策が考察
されていない。

　南海トラフ地震に関しては、諫早市地域防災計画
において検討することとしております。

　計画策定の枠組みが現状の諫早市政を継続
するだけにとどまり、今後10年間に直面する
可能性のある状況についての考察が不十分
で、計画すべき事項が欠けている。

　本計画は、まちづくりの基本的な方向性を示す
「将来都市像・基本目標」と具体的施策を示す「分
野別まちづくり計画」で構成しており、まちづくり
全般について網羅しているものと考えています。な
お、計画期間中に重大な社会情勢の変化などが生じ
た場合は適宜対応することとしています。
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番号 区分 提出された意見（要旨） 市の考え方（対応方針）

18
総合
計画

19
総合
計画

20
総合
計画

21
総合
計画

22
総合
計画

23
総合
計画

24
総合
計画

25
総合
計画

④　地域自治会は、高齢者対応や防災だけで
なく、今後は子育て支援や環境保全など多様
な役割を担うことが求められる。加入率低下
などの問題もある中、単なる隣組活動にとど
まらず、コンパクト市政の機能を持ち、人材
の育成や処遇の検討が必要である。

　地域自治会の活動については、27ページの「多様
な地域づくりの推進」において、地域自治組織の育
成及び活動の活性化を図る「自治活動支援」、「地
域自治意識の醸成」、自治活動の活動拠点である地
区集会所の施設整備として「地区集会所施設整備支
援」を盛り込んでいます。
　また、コンパクト市政の機能を持ち、人材の育成
や処遇の検討が必要であるとのご意見については、
今後、自治会連合会の意向を踏まえながら研究して
いくうえで、参考にさせていただきます。

⑤　地域おこし協力隊の活動支援体制につい
て、３年後の定住を前提に諫早市での起業を
支援する具体的な施策を検討するべきであ
る。

　地域おこし協力隊員の市内での起業等を支援する
起業支援事業費補助金制度を創設しています。

（少子高齢化への対応）
①　近隣自治体との人口獲得競争を避けるた
め、住環境の集中や高齢者世帯の中心部への
居住施策を検討するべきである。

　29ページに「施策の展開②：地域の特性に応じた
適正な土地利用誘導と定住促進」を盛り込んでお
り、引き続き、市民が安全・安心・快適に暮らせる
環境づくりに取り組みます。

②　移住や二拠点生活者、Ｕ・Ｉターン者を
確保するため、より総合的な施策を検討する
べきである。
　また、Ｕターン希望者は、多様な知見を有
する人材も多く、市政への協力支援体制につ
いて検討するべきである。

　26ページの「施策の展開③：選ばれるまちづく
り」において、きめ細かな移住相談を盛り込んでお
り、効果的な移住施策になるよう取り組んでまいり
ます。
　また、地域外からのＵターン者をはじめとする
方々の市政に対する新たな視点やアイデアの提供は
重要であると考えており、今後、具体的な取組を検
討する上で、参考にさせていただきたいと思いま
す。

③　全国的な少子高齢化対応のための市町村
再編成、道州制導入に対する先行検討する必
要がある。

　24ページの「施策の展開③：広域・官民連携の推
進」における主な取組として「広域行政の推進」を
盛り込んでおり、広域連携による効果的・効率的な
取組を推進していきます。

（防災体制の充実）
①　年に一度の防災訓練は展示型のみで、諫
早市災害対策本部としての訓練が行われてい
ない。災害対策本部としての機能を発揮する
ために、ロールプレイング型やTTX型の訓練を
実施し、情報業務や判断処置、関係機関との
連絡調整能力を向上させるべきである。

　ご意見として参考にさせていただきます。

②　避難住民の受け入れから生活保障、帰還
に至るまでの一連の対応を現場レベルで検討
する必要がある。国が責任を負う国民保護措
置だが、実際の対応は市や自治体、学校など
が行うため、現実的なシミュレーションを実
施し、支援体制を万全にするべきである。

　64ページの「施策の展開②：危機管理体制の強
化」に「有事に備えた国民保護体制の充実」を盛り
込んでおり、関係機関と連携しながら対応したいと
考えております。

③　災害対策本部の長期化に備えて、警察、
消防、自衛隊のＯＢなどの活用を検討するべ
きである。

　64ページに「施策の展開②：危機管理体制の強
化」を盛り込んでおり、本市危機管理課に消防及び
自衛隊のＯＢを配置しているところです。
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番号 区分 提出された意見（要旨） 市の考え方（対応方針）

26
総合
計画

27
総合
計画

28
総合
計画

29
総合
計画

30
総合
計画

　計画策定に関する審議委員会編成の透明化
及び審議委員の公表をするべきではないか。

　総合計画審議会の委員選任にあたっては、関係団
体から推薦いただき、諫早市総合計画審議会条例に
基づき委嘱させていただいております。なお、委員
名簿につきまして、市公式ホームページ上で公開し
ております。

②計画案の紙ベース配布
　内容を把握するためには、紙ベースデータ
が必要であり、希望に合わせた紙での配布を
検討するべきである。

③市民説明会の開催
　市民に対して計画に関する説明会開催を検
討するべきである。

　いただいた御提案につきまして、次回以降の検討
事項とさせていただきたいと思います。

（パブリックコメント実施に関して）
①閲覧場所の増設
　市役所及び支所のみならず、図書館、公民
館、駅など住民が集まる場所にも設置し、市
役所では、１階ロビーに閲覧場所を設けるこ
とを検討するべきである。

　小学校給食費の国移行に対する検討が必要
ではないか。

　本市では、令和６年度から国に先駆けて小中学校
の給食費無償化に取り組んでいます。令和８年度か
ら公立小学校の給食費無償化の財源は国及び都道府
県が負担することとなり、これまで市が負担してい
た財源を他の事業の財源として活用することが可能
となります。
　今後、どの事業に活用していくのかについては、
広く市民や諫早を訪れた方々が、「来てよし、住ん
でよし、育ててよし！　輝く諫早　夢かなうまち」
を実感していただけるような事業に活用したいと考
えています。
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番号 区分 提出された意見（要旨） 市の考え方（対応方針）

31
総合
戦略

32
総合
戦略

33
総合
戦略

34
総合
戦略

35
総合
戦略

　認可外保育施設における第２子無償化を実
施していただきたい。

　認可外保育施設における第２子無償化について
は、保育料、児童の入所時期、保護者の就労状況等
の把握のほか、保護者、認可外保育施設及び市に
とって負担の少ない効率的・効果的な方法の研究な
ど、多くの課題がありますが、ご意見につきまして
は参考にさせていただきたいと思います。

　病児保育の目標値が４か所とされている
が、参画することは可能か。

　本市では、「第３期諫早市子ども・子育て支援事
業計画」に基づき事業を進めており、本計画では、
現在２か所ある病児保育施設を４か所に増やすこと
としております。
新しい病児保育施設の開設に当たっては、公募によ
り事業者を選定する予定としております。

 （こどもの城に関し）諫早市外の利用者から
利用料をとらないのか。

　こどもの城は「児童健全育成施設」であり「学び
の施設」として位置づけられています。
　また、現住所が諫早市外であっても、諫早市で生
まれ育った方もいるため、市内外問わず利用料は無
料としています。

 （こどもの城に関し）休日は保育所代わりに
なっているときくがそれでいいのか。

　こどもの城は子どもだけでの利用はできず、必ず
保護者の同伴が必要となっています。催し等にも必
ず保護者同伴での参加となっており、保育所のよう
に託児をすることはありません。

　少年センターにおいて、いじめや集団にな
じめない等が理由で学校へ行けない子どもた
ちのための授業実施を考えてほしい。

　総合戦略においては、１人１台端末を活用した効
果的な学習や別室で学ぶ児童生徒や外国人児童生徒
の学習や学校生活の支援を行い、未来を担う子ども
たちの「確かな学力」を育むこととしております。
少年センターにおいても、１人１台端末を活用し、
学校の授業へのオンラインでの参加や課題の提出等
ができる環境を整え、学校復帰を目指して、個に応
じた学習支援を行うこととしております。
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